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◇一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（秋田県条例第53号）
１　一般職の職員の給与に関する条例（昭和28年秋田県条例第22号）の一部改正（第１条による改正）
　⑴　医師を除く中高齢層の職員に係る給料月額を引き下げることとした。（別表第１～別表第６関係）
　⑵　12月に支給する期末手当の支給割合を次のとおり引き上げることとした。（第21条関係）

　⑶　その他所要の規定の整理を行うこととした。
２　一般職の職員の給与に関する条例の一部改正（第２条による改正）
　⑴　６月に支給する期末手当の支給割合を次のとおり引き上げることとした。（第21条関係）

　⑵　12月に支給する期末手当の支給割合を次のとおり引き下げることとした。（第21条関係）
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３　一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成12年秋田県条例第152号）の一部改正（第３条による改正）
　⑴　中高齢層の第１号任期付研究員に係る給料月額を引き下げることとした。（第５条関係）
　⑵　12月に支給する期末手当の支給割合を100分の157.5（現行100分の155）に引き上げることとした。（第６条関
係）

４　一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正（第４条による改正）
　　６月に支給する期末手当の支給割合を100分の140（現行100分の137.5）に引き上げ、12月に支給する期末手当の支
給割合を100分の155（現行100分の157.5）に引き下げることとした。（第６条関係）
５　一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成14年秋田県条例第69号）の一部改正（第５条による改正）
　⑴　中高齢層の特定任期付職員に係る給料月額を引き下げることとした。（第７条関係）
　⑵　12月に支給する期末手当の支給割合を100分の157.5（現行100分の155）に引き上げることとした。（第８条関
係）

６　一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正（第６条による改正）
　　特定任期付職員について、６月に支給する期末手当の支給割合を100分の140（現行100分の137.5）に引き上げ、12
月に支給する期末手当の支給割合を100分の155（現行100分の157.5）に引き下げることとした。（第８条関係）
７　一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成18年秋田県条例第５号）の一部改正（第７条によ
る改正）
　　医師及び第２号任期付研究員を除く職員に係る現給保障額を引き下げることとした。（附則第７項関係）
８　施行期日等
　⑴　この条例は、平成23年12月１日から施行することとした。ただし、１⑶は公布の日から、２、４及び６は平成24
年４月１日から施行することとした。

　⑵　平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置を定めることとした。
　⑶　県議会議員の議員報酬等に関する条例（昭和22年秋田県条例第10号）について、所要の規定の整理を行うことと
した。

◇平成二十三年十二月に支給する期末手当を減額する措置を行うための一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改
正する条例（秋田県条例第54号）
１　一般職の職員の給与に関する条例（昭和28年秋田県条例第22号）の一部改正（第１条による改正）
　　平成23年12月に支給する期末手当の支給割合を次のとおり引き下げることとした。（附則第６項関係）

２　一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成12年秋田県条例第152号）の一部改正（第２条による改正）
　　平成23年12月に支給する期末手当の支給割合を100分の156.25（改正前100分の157.5）に引き下げることとした。
（附則第２項関係）
３　一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成14年秋田県条例第69号）の一部改正（第３条による改正）
　　平成23年12月に支給する期末手当の支給割合を100分の156.25（改正前100分の157.5）に引き下げることとした。
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（附則第４項関係）
４　施行期日等
　⑴　この条例は、平成23年12月１日から施行することとした。
　⑵　一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成23年秋田県条例第53号）について、所要の規定
の整理を行うこととした。

◇知事等の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第55号）
１　知事等の給与および旅費に関する条例（昭和31年秋田県条例第33号）の一部改正（第１条による改正）
　⑴　平成23年12月に支給する期末手当の支給割合を100分の157.5（現行100分の155）に引き上げることとした。（第
８条関係）

　⑵　平成23年12月に支給する期末手当の支給割合を100分の155（措置前100分の157.5）に引き下げることとした。
（附則第６項関係）

２　知事等の給与および旅費に関する条例の一部改正（第２条による改正）
　　平成24年６月期以降の期末手当の支給割合を次のとおり改定することとした。（第８条関係）

３　施行期日
　　この条例は、平成23年12月１日から施行することとした。ただし、２は、平成24年４月１日から施行することとし
た。

◇市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（秋田県条例第56号）
１　市町村立学校職員の給与等に関する条例（昭和28年秋田県条例第59号）の一部改正（第１条による改正）
　⑴　中高齢層の職員に係る給料月額を引き下げることとした。（別表第１～別表第３関係）
　⑵　12月に支給する期末手当の支給割合を次のとおり引き上げることとした。（第22条関係）

　⑶　その他所要の規定の整理を行うこととした。
２　市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部改正（第２条による改正）
　⑴　６月に支給する期末手当の支給割合を次のとおり引き上げることとした。（第22条関係）

　⑵　12月に支給する期末手当の支給割合を次のとおり引き下げることとした。（第22条関係）
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３　市町村立学校職員の給与等に関する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例
の一部を改正する条例（平成18年秋田県条例第36号）の一部改正（第３条による改正）
　　職員の現給保障額を引き下げることとした。（附則第７項関係）
４　施行期日等
　⑴　この条例は、平成23年12月１日から施行することとした。ただし、１⑶は公布の日から、２は平成24年４月１日
から施行することとした。

　⑵　平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置を定めることとした。

◇平成二十三年十二月に支給する期末手当を減額する措置を行うための市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部
を改正する条例（秋田県条例第57号）
１　平成23年12月に支給する期末手当の支給割合を次のとおり引き下げることとした。（附則第６項関係）

２　施行期日等
　⑴　この条例は、平成23年12月１日から施行することとした。
　⑵　市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（平成23年秋田県条例第56号）について、所要
の規定の整理を行うこととした。

◇教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例（秋田県条例第58号）
１　教育長の給与及び旅費等に関する条例（昭和58年秋田県条例第17号）の一部改正（第１条による改正）
　⑴　平成23年12月に支給する期末手当の支給割合を100分の157.5（現行100分の155）に引き上げることとした。（第
２条関係）

　⑵　平成23年12月に支給する期末手当の支給割合を100分の155（措置前100分の157.5）に引き下げることとした。
（附則第４項関係）

２　教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部改正（第２条による改正）
　　平成24年６月期以降の期末手当の支給割合を次のとおり改定することとした。（第２条関係）

３　施行期日
　　この条例は、平成23年12月１日から施行することとした。ただし、２は、平成24年４月１日から施行することとし
た。
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条　　　　　　　　例
　 次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　 一　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 二　 平 成 二 十 三 年 十 二 月 に 支 給 す る 期 末 手 当 を 減 額 す る 措 置 を 行 う た め の 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 三　 知 事 等 の 給 与 お よ び 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 四　 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 五　 平 成 二 十 三 年 十 二 月 に 支 給 す る 期 末 手 当 を 減 額 す る 措 置 を 行 う た め の 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 六　 教 育 長 の 給 与 及 び 旅 費 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 　 平 成 二 十 三 年 十 一 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久
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